
■であることと、らしいこと■ 

ほぼ週刊【松村拓也のメールマガジン】第 147 号 

こんにちは、松村拓也です。 

E-Mail と Facebook で松村拓也の活動についてほぼ毎週お届けしています。 

名刺交換した方や、突然思い出した方にもお届けしますので、ご迷惑であればお知らせください。 

できれば勤務先でなく、個人のアドレスにお届けしたいので、ご連絡ください。 

ご意見、ご質問大歓迎です。 

・・・・・・・・・・・・・・・ 
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1. ブログから：であることと、らしいこと 

 

オーナーシップとは「所有者らしさ」のこと。実際の所有者であるかどうかでなく、所有者として必要なことを

備え持っているかどうかということだ。所有権とは、自分のモノを自由に使い、自由に稼ぎ、自由に処分できる

権利というが、その権利を行使することがオーナーシップには不可欠だ。したがって、土地や建物を放置して空

き家や空き地にしたままの所有者は、オーナーシップが欠如していると言えるだろうし、放置せずとも自由に使

用できなければオーナーシップとは言えない。だから、放置せず信頼できる使用者に任せる所有者や、所有者の

賛同の元に自由を得る使用者には、オーナーシップが備わっていると僕は考える。 

 

所有物に関する自由とは、誰の許可も必要としないことだ。そもそも許可とは「禁止の解除」のことであり、「禁

止の解除を必要としない＝禁止が無い」ということだ。だが現実には「何の禁止も無い状態」など許されるはず

もなく、すべての自由には責任が求められる。この「責任」を免れるため、人間社会は多くを禁じ自由を奪って

きた。そのため、多くの人は責任から解放されることを自由と勘違いし、この不自由を受入れているのだと僕に

は思える。賃貸とは、不動産の使用禁止を一定期間解除することであり、自分の家で自由に暮らすこととは程遠

いが、「みんなと同じ、これまでと同じ暮らし」を続ける分には、あまり不自由は感じないだろう。 

 

だがこの不自由は、新しいことをやるには致命傷だ。何をするにもいちいち許可を得る必要がある。ただ一方で、

前例のないことを許可することは無責任に他ならない。お役人は融通の効かない石頭で当然だと僕はもう。むし

ろ、がんじがらめの禁止事項に守られた不自由を受入れておきながら、自由が欲しいなどわがままだ。自由が欲

しければ、「自己責任」を宣言すればいいだけのこと。これがオーナーシップには不可欠だ。何をしても構わない

が、何が起きても他人のせいにできないことが、オーナーシップの核心だ。禁止される側でなく、禁止する側に

なることがオーナーシップであり、その上で、禁止することの是非を論じたいと僕は思う。 

 

先ほどお役人の話をしたが、彼らの役割は公共を担うこと。だが、公共の土地や施設は彼らの管理下にあるもの



の、彼らは決して所有者ではなく、むしろ我ら市民こそが真の所有者だ。だから道路を誰もが通行できる場所に、

公園を誰もが憩える場所にするために、厳しいオーナーシップを発揮するよう求めているのは、私たち自身であ

ることを忘れてはいけない。たしかに「自己責任」の考え方を導入すれば、公園はもっと自由な空間にできるか

もしれない。だがそのためには、すべての市民がそれを受入れる必要がある。結局、すべての人が「自己責任」

を宣言し、禁止する側に立たなければ、禁止を解除することはできるはずがない。 

 

こうして考えると、公共の不自由や禁止を嘆く前に、まず自分自身の「自由と責任」を考える必要がある。所有

者なら、何のためにそれを所有しているのか、その目的を明確にし、実現を目指さなければそもそも所有する意

味がないのだが、土地に関しては多くの所有者が自ら購入したのでなく、相続などで土地を継承しているため、

特段の目的を持っていない。たとえ目的をもって購入しても、継承者がいなければやがて目的は風化する。だが、

そもそも継承者がいないのは、そこに目指すべき目的が無いためだ。自分の死後も目指し続けて欲しい目的があ

るからこそ、それに賛同する協力者が継承者となっていく。僕は笑恵館オーナーのＴさんからこのことを教わっ

た。田名さんの思いに共感した僕自身が、笑恵館を継承したいと思うようになった。 

 

その意味で、オーナーシップは使用者側にも必要なものだ。所有者を支え、やがて引き継ぐ覚悟を持つ使用者が

いなければ、オーナーシップは継続しない。考えてみれば、所有者は決して「自己責任」から逃れることはでき

ない。だから、「自己責任」とは「所有者を引き継ぐ覚悟」を指すものだと言ってもいい。家族だからオーナーシ

ップを引き継ぐとは限らない。むしろ、オーナーシップを引き継ぐ者を家族と呼ぶべきではないだろうか。たと

え賃貸アパートの住人でも、賃料を賃料と思わず、所有者と共にアパートの維持費を負担するパートナーになれ

ばいい。笑恵館で貸し手と借り手が交流するのは、だれもが目的を共有しオーナーシップを持つためだ。その関

係はレンタル利用者、無料利用者へと広がっていく。そして、その輪を周辺社会に広げていき、みんなが緩やか

な家族になることが笑恵館の目的だ。 

 

オーナーシップは「所有者らしさ」のこと。これを継承し、広げていくことで、僕たち自身が「社会の所有者」

になることを目指したい。だがそのためには、所有者であること＝所有権自体を継承する仕組みが必要だ。賃貸

だけでなく売買においても、目的を継承する人に売却すれば、オーナーシップは引き継がれていくのだが、それ

は簡単なことではない。たとえ無償で譲りたくても、高額な税負担を免れない。そこで僕は、この課題に挑むた

め、土地資源を所有者自身が活用する事例を集め、オーナーシップが目指す共通の目的をわかりやすくお見せす

ることから始めたい。まずは 5 月の下旬、最初の展示イベントを笑恵館で開催する。まずは有言実行を、今日は

自分の背中を押してみた。 

 

http://nanoni.co.jp/20180219-2/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

2. 今週のお知らせ：名栗の森オーナーシップクラブ 2 月例会 

 

名栗の森オーナーシップクラブでは、毎月第 4 日曜日に例会を開催します。 

今回はいつもの保全山荘が使えないので、メンバーのお店「BlueTarp」を拠点に雪の森を堪能し、午後は飯能市

内の飾り雛めぐりをしようと思います。 

 

■２月例会 



日時：2/25(日) 10 時～15 時 

集合：BlueTarp 埼玉県飯能市下名栗 755-1 

https://www.facebook.com/NaguriBlueTarp/ 

参加費：一般 2,500 円、会員及び同伴者無料 どなたでも参加できます。なお、別途昼食代は実費（BlueTarp の

ランチ） 

･･････････ 

内容：例会・雪の森の散策＋飯能ひな飾りめぐり 

10:00 ミーティング （今年度の活動予定について) 

11:00 雪の森探索 

12:00 昼食（BlueTarp のランチ) 

13:00 市内飾り雛めぐり・飯能駅周辺散策 

https://hanno-hinakazari.jimdo.com/ 

15:00 解散 

装備：雪の中を散策できる服装、筆記用具 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

3. まつむら塾のご案内 

■レギュラー講座 

1 名から参加できる、定例開催セミナー 

料金 1 コマ：3,000 円(一人当たり) 

人数 1 名より開催 

日時 毎週土曜日 ①10-11 時、②11-12 時、③15-16 時、④16-17 時、⑤19-20 時、⑥20-21 時 

会場 笑恵館 東京都世田谷区砧 6-27-19 

予約制：このメールに返信、またはタイムチケットで 

 https://www.timeticket.jp/items/39813 

 

■グループ講座 

松村がお好きな時間と場所にお邪魔する、グループで開催する、臨時セミナー 

料金 1 コマ：15,000 円+交通費(総額) 

人数 10 名まで 

日時 随時調整します。 

会場 笑恵館 もしくはご自分で会場をご用意ください。 

 

■オンライン講座 

遠隔地でも参加できる、web やメールのやり取りで学ぶ質疑応答形式 

料金 1,000 円／月（閲覧のみは無料です） 

日時 随時 

場所 自習室 http://nanoni.co.jp/juku/ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 



4. 今後の予定：今週・来週以降 

凡例 ○面談歓迎：来て下さればあなたの面談を優先。 

   ◎呼出歓迎：あなたのお誘いを優先、訪問可能。 

   ●同行可能：僕の訪問先にお連れします。 

   ★参加可能：あなたも参加可能なイベント。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

（月）2/19 〇作業日 終日青葉台で面談可 

（火）2/20 〇作業日 終日青葉台で面談可 

（水）2/21 〇作業日 終日青葉台で面談可 

（木）2/22 ○作業日 終日笑恵館で面談可 

   17-19 時★笑恵館クラブ運営会議 

（金）2/23 ○作業日 午後から笑恵館で面談可 

（土）2/24 ○作業日 夕方まで笑恵館で面談可 

   10-17 時 ★まつむら塾（笑恵館・予約制） 

（日）2/25 ○作業日 飯能方面で面談可 

 10-15 時 ★名栗の森オーナーシップクラブ例会 

 

 

■その後のイベント 

2/27-8 ★御宿グッドネイバーズ・起業相談会 

3/08 ★まつむら塾（笑恵館・予約制） 

3/08 ★笑恵館クラブ運営会議 

3/09 ★カプラー起業交流会（三茶） 

3/11 ★チャレンジアシストプログラム合同報告会 

3/15 ★笑恵館なるほどデイ 無料説明会、年次総会、食事会 

3/25 ★名栗の森オーナーシップクラブ例会 

 

相談のある人、一杯やりたい人、歓迎です。 

松村の予定はこちらで公開しています。http://nanoni.co.jp/schedule 

 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

5. アクセスポイント：問い合わせ先 

松村拓也 

メール takuya@nanoni.co.jp 

携 帯 090-9830-3669 taku8823@ezweb.ne.jp 

自 宅 株式会社 なのに(平社員) 

〒226-0016 神奈川県横浜市緑区霧が丘 3-15-1 

http://nanoni.co.jp/ 

職 場 一般社団法人 日本土地資源協会(代表理事) 

http://land-resource.org/ 

笑恵館 〒157-0073 東京都世田谷区砧 6-27-19 

    http://shokeikan.com/ 



メール配信をご希望の方はこちら 

http://land-resource.us10.list-manage.com/subscribe… 

フェイスブックグループはこちら 

https://www.facebook.com/groups/atamanonaka/ 


